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○栃木市建築基準法施行細則 

平成２２年３月２９日 

規則第１９０号 

改正 平成２７年８月２７日規則第４８号 

平成２８年７月２９日規則第４７号 

平成３０年１０月１２日規則第４２号 

令和元年１２月２０日規則第２６号 

令和６年４月１日規則第１６号 

令和７年３月３１日規則第２５号 

令和７年６月２４日規則第４３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）の施行に関し、

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「政令」という。）、建築基準法施行規則（昭

和２５年建設省令第４０号。以下「省令」という。）及び栃木県建築基準条例（昭和５７年栃木県条

例第２号。以下「県条例」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（手数料の納入） 

第２条 確認申請手数料、完了検査申請手数料、中間検査申請手数料、仮使用認定申請手数料、許可申

請手数料及び認定申請手数料は、申請の際、市の発行する納入通知書により納入しなければならない。 

（令６規則１６・一部改正） 

（手数料の額） 

第３条 前条に規定する手数料の額は、栃木市手数料条例（平成２２年栃木市条例第６８号）に定める

額による。 

（手数料の免除） 

第４条 法第６条第１項又は第１８条第２項の規定により建築主事又は建築副主事（以下「建築主事等」

という。）の確認を受ける建築物（法第８７条の４において準用する建築設備及び法第８８条におい

て準用する工作物を含む。以下この項において同じ。）のうち、次に掲げるものの確認申請手数料、

完了検査申請手数料及び中間検査申請手数料は、栃木市手数料条例第１条第５号の規定により免除す

る。 

(1) 本市が災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）又は被災者生活再建支援法（平成１０年法律

第６６号）の適用を受けた災害において、当該災害により自己の所有する建築物が滅失し、又は破

損したため、当該災害にあった日から２年以内に工事に着手する建築物 

(2) 本市が災害救助法又は被災者生活再建支援法の適用を受けていない災害において、当該災害に

より自己の所有する建築物が滅失し、又は破損したため、当該災害にあった日から１年以内に工事

に着手する建築物 
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(3) 市が建築主である建築物 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの 

２ 前項（第３号を除く。）の規定による免除を受けようとする者は、確認（完了検査・中間検査）申

請手数料免除申請書（別記様式第１号）に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（令元規則２６・令６規則１６・令７規則２５・一部改正） 

（確認申請書に添える図書又は書面） 

第５条 省令別記第２号様式による確認の申請書には、省令第１条の３又は第３条に規定する図書又は

書類のほか、次に掲げる図書又は書面を添えなければならない。 

(1) 法及び政令の規定により許可を要する建築物については、当該許可を証する書類の写し 

(2) 工場の用途に供する建築物については、工場調書（別記様式第２号） 

(3) 危険物の貯蔵又は処理を行う建築物については、危険物に関する調書（別記様式第３号） 

(4) 高さが２メートルを超えるがけに接し、又は近接する建築物であるときは、がけの上下端から

当該建築物までの水平距離、がけの形状、擁壁の構造等を明示した図書又は書面 

(5) 法第３１条第２項に規定するし尿浄化槽を設置するときは、し尿浄化槽仕様書（別記様式第４

号） 

(6) 前各号に掲げるもののほか、建築主事等がその都度必要と認めて指示するもの 

（令６規則１６・一部改正） 

（許可申請書に添える図書又は書面） 

第６条 省令第１０条の４第１項及び第４項の市長が定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。 

(1) 付近見取図（法第４８条、第５１条、第５２条、第５５条、第５６条の２及び第５９条の２に

関するものは、付近１００メートル以内の見取図） 

(2) 配置図（法第４８条、第５１条、第５２条及び第５９条の２に関するものは、敷地周辺の家屋、

その居住者の住所及び氏名並びに土地の所有者の住所及び氏名を記入した配置図） 

(3) 各階平面図 

(4) ２面以上の立面図及び断面図（法第４３条第２項第２号の規定による許可申請の場合にあって

は、２面以上の立面図） 

(5) 日影図（法第５６条の２の規定による許可申請の場合に限る。） 

(6) 工場調書（工場の用途に供する建築物の場合に限る。） 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

（平３０規則４２・一部改正） 

（認定申請書に添える図書又は書面） 

第７条 省令第１０条の４の２第１項の市長が定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。 

(1) 付近見取図 

(2) 配置図 
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(3) 各階平面図 

(4) ２面以上の立面図及び断面図（法第４３条第２項第１号の規定による認定申請の場合にあって

は、２面以上の立面図） 

(5) 日影図（法第５５条第２項及び第８６条の６第２項の規定による認定申請の場合に限る。） 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

（平３０規則４２・一部改正） 

（対象区域内の各建築物の位置及び構造に関する計画書） 

第８条 省令第１０条の１６第２項第３号の市長が定める図書は、省令第１０条の１８の計画書とする。 

（省令第１０条の２３第６項の図書及び書類） 

第８条の２ 省令第１０条の２３第６項の市長が定める図書及び書類は、法第６条の３第７項に規定す

る適合判定通知書とする。 

（平２７規則４８・追加） 

（県条例の規定による認定申請） 

第９条 県条例第７条第３号、第１３条第５号、第１４条第３項、第２１条、第２２条、第３３条第２

号又は第３７条第３号の規定により認定を受けようとする者は、認定申請書（別記様式第５号）正本

及び副本に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 付近見取図 

(2) 配置図 

(3) 各階平面図 

(4) ２面以上の立面図 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

（平２７規則４８・平３０規則４２・一部改正） 

（計画変更） 

第１０条 法、政令、省令、県条例及びこの規則により許可又は認定を受けた建築物、建築設備又は工

作物の計画を変更しようとする場合は、改めて許可又は認定を受けなければならない。ただし、市長

が必要でないと認める場合は、この限りでない。 

（令６規則１６・一部改正） 

（計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更） 

第１０条の２ 建築主は、確認を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事完了前に省令第３条の２の

規定による計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更があった場合は、軽微な変更届（別記様式第

６号）に計画の変更に係る図書を添えて、建築主事等に提出しなければならない。 

（令７規則２５・追加） 

（工事監理者の設定） 

第１１条 建築主は、法第５条の６第４項の規定により工事監理者を定めた場合には、工事監理者（工
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事施工者）設定届（別記様式第７号）を建築主事等（法第４条第７項に規定する大規模建築物に係る

ものにあっては、建築主事。第１２条から第１４条までにおいて同じ。）に提出しなければならない。

ただし、省令第１条の３の規定による確認申請書に工事監理者を記載した場合は、この限りでない。 

（平２７規則４８・令６規則１６・令７規則２５・一部改正） 

（工事施工者の設定） 

第１２条 建築主は、省令第１条の３又は第３条の規定による確認申請書に工事施工者を記載しなかっ

た場合においては、工事着手までに工事監理者（工事施工者）設定届を建築主事等に提出しなければ

ならない。 

（令６規則１６・令７規則２５・一部改正） 

（建築主等の変更） 

第１３条 確認等を受けた建築物、建築設備又は工作物で、その建築主、設置者又は築造主（以下「建

築主等」という。）を工事完了前に変更した場合は、建築主等変更届（別記様式第８号）の正本及び

副本に確認済証、許可通知書又は認定通知書（以下「確認済証等」という。）を添えて、市長又は建

築主事等に提出しなければならない。工事監理者又は工事施工者に変更があった場合も、同様とする。 

（令６規則１６・令７規則２５・一部改正） 

（工事の取りやめ等） 

第１４条 建築主等は、確認等の申請をした後に当該申請を取り下げようとする場合は、取下げ届（別

記様式第９号）を市長又は建築主事等に提出しなければならない。 

２ 建築主等は、確認等の通知を受けた後に当該工事を取りやめる場合は、工事取りやめ届（別記様式

第１０号）に確認済証等を添えて、市長又は建築主事等に提出しなければならない。 

（令６規則１６・令７規則２５・一部改正） 

（違反建築物に対する措置） 

第１５条 法第９条第１３項の規定による公示は、標識（別記様式第１１号）を設置して行うものとす

る。 

（令７規則２５・一部改正） 

（保安上危険であり、又は衛生上有害である建築物に対する措置） 

第１６条 前条の規定は、法第１０条第２項の措置を命ずる場合に準用する。 

（特定建築物の定期報告） 

第１７条 法第１２条第１項の規定により市長が指定する特定建築物は、次に掲げるものとする。 

(1) ホテル又は旅館の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が１，０００平

方メートル以上のもの（政令第１６条第１項に規定する建築物を除く。） 

(2) 法別表第１（い）欄（四）項の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が

３，０００平方メートル以上のもの（政令第１６条第１項に規定する建築物を除く。） 

(3) 事務所その他これに類する用途に供するもの（法第６条第１項第１号に掲げる建築物を除き、
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階数が５以上のものに限る。）で、延べ面積が１，０００平方メートルを超えるもの 

２ 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並

びに調査結果表を定める件（平成２０年国土交通省告示第２８２号）第２の規定により付加する法第

１２条第１項の規定による調査の項目、方法及び結果の判定基準は、別表のとおりとする。 

３ 法第１２条第１項（法第８８条第１項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）

の規定による報告の時期として省令第５条第１項の規定により市長が定める報告の時期は、次による

ものとする。 

(1) 政令第１６条第１項に規定する建築物（同項第１号、第２号、第３号及び第５号に係るもの（下

宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するものを除く。）に限る。）並びに第１項第１号及び第２号

に掲げる特定建築物については、前回の報告の日の属する月（初回については、法第７条第５項又

は第７条の２第５項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月）から起算して２年を超え

ない１０月１日から１１月３０日までとし、その報告の以後については、２年ごとの１０月１日か

ら１１月３０日まで 

(2) 政令第１６条第１項に規定する建築物（同項第３号に係るもの（下宿、共同住宅又は寄宿舎の

用途に供するものに限る。）及び同項第４号に係るものに限る。）及び第１項第３号に掲げる特定

建築物については、前回の報告の日の属する月（初回については、法第７条第５項又は第７条の２

第５項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月）から起算して３年を超えない１０月１

日から１１月３０日までとし、その報告の以後については、３年ごとの１０月１日から１１月３０

日まで 

４ 法第１２条第１項の規定による定期報告は、省令別記第３６号の２様式の定期調査報告書により報

告しなければならない。 

５ 法第１２条第１項の規定による報告は、報告期日前３月以内に調査し、又は検査したものでなけれ

ばならない。 

（平２８規則４７・令７規則４３・一部改正） 

（特定建築設備等の指定及び定期報告） 

第１８条 法第１２条第３項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。 

(1) 小荷物専用昇降機で法第６条第１項第１号及び第２号に掲げる建築物に設けるもの（政令第１

６条第３項第１号に掲げる昇降機を除く。） 

(2) 防火設備のうち、前条第１項各号に掲げる特定建築物に設けるもので、随時閉鎖又は作動をで

きるもの（防火ダンパーを除く。） 

２ 法第１２条第３項（法第８８条第１項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）

の規定による報告の時期として省令第６条第１項又は第６条の２の２第１項の規定により市長が定

める報告の時期は、次によるものとする。 

(1) 政令第１６条第３項第１号に掲げる昇降機及び前項第１号に掲げる小荷物専用昇降機について
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は、前回の報告の日の属する月（初回については、法第７条第５項又は第７条の２第５項（これら

の規定を法第８７条の４において準用する場合を含む。）の規定による検査済証の交付を受けた日

の属する月）に応当する１年ごとの月 

(2) 政令第１６条第３項第２号及び前項第２号に掲げる防火設備については、前回の報告の日の属

する月（初回については、法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による検査済証の交付を受

けた日の属する月）から起算して１年を超えない１０月１日から１１月３０日までとし、その報告

の以後については、１年ごとの１０月１日から１１月３０日まで 

(3) 政令第１３８条の３に規定する昇降機等については、前回の報告の日の属する月（初回につい

ては、法第７条第５項又は第７条の２第５項（これらの規定を法第８８条第１項において準用する

場合を含む。）の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月）に応当する１年ごとの月 

３ 法第１２条第３項の規定による定期報告は、省令別記第３６号の４様式、第３６号の８様式又は第

３６号の１０様式の定期検査報告書により報告しなければならない。 

４ 法第１２条第３項の規定による報告は、報告期日前３月以内に調査し、又は検査したものでなけれ

ばならない。 

（平２８規則４７・令７規則２５・令７規則４３・一部改正） 

（工程報告） 

第１９条 法第６条第１項第１号及び第２号に掲げる確認を受けた建築物の工事監理者は、当該工事が

次の各号のいずれかに該当する工程に達したときは、工程報告書（別記様式第１２号）を建築主事等

に提出しなければならない。 

(1) 耐火被覆が完了したとき。 

(2) 防火区画が完了したとき。 

(3) 政令第７０条の被覆が完了したとき。 

(4) 政令第１１４条の界壁又は間仕切壁が完了したとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、建築主事等が指示する工程が完了したとき。 

（令６規則１６・令７規則２５・一部改正） 

（施工状況等報告） 

第２０条 法第１２条第５項の規定に基づく報告は、別記様式第１３号による報告書に必要な書類を添

えて、市長、建築主事等又は建築監視員に提出しなければならない。 

（令６規則１６・令７規則２５・一部改正） 

（既存不適格建築物の報告） 

第２１条 法第８６条の７の規定による既存の建築物に対する制限の緩和を受けようとする者は、既存

不適格調書（別記様式第１４号）を建築主事等に提出しなければならない。 

（令７規則２５・一部改正） 

（予定道路の指定等） 
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第２２条 法第４２条第１項第４号の規定による道路の指定を受けようとする者は、道路指定（変更・

廃止）申請書（別記様式第１５号）正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 位置図 

(2) 付近見取図 

(3) 区域図 

(4) 道路法（昭和２７年法律第１８０号）による道路にあっては区域の決定を行った公告の写し、

その他の道路にあっては事業の認可書の写し 

(5) 事業執行の計画書 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

２ 市長は、前項の申請に基づいて道路を指定する場合は、文書により申請者に通知し、かつ、その旨

を公告するものとする。 

３ 前２項の規定は、指定を受けた道路を変更し、又は廃止しようとする場合に準用する。この場合に

おいて、申請者は、前項の規定による通知書を添付するものとする。 

（令７規則２５・一部改正） 

（道路の位置指定等） 

第２３条 法第４２条第１項第５号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指

定（変更・廃止）申請書（別記様式第１６号）正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて、市長に提

出しなければならない。 

(1) 道路位置指定（変更・廃止）申請図（別記様式第１７号） 

(2) 承諾者の印鑑証明書 

(3) 最近の土地の全部事項証明書（登記簿謄本）及び公図の写し 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

２ 前条第２項の規定は、道路の位置の指定について準用する。 

３ 前条第３項の規定は、位置の指定を受けた道路を変更し、又は廃止しようとする場合に準用する。 

（令７規則２５・一部改正） 

（建蔽率の緩和） 

第２４条 法第５３条第３項第２号の規定により、市長が指定する敷地は、次に掲げるものとする。 

(1) 法第４２条の道路により内角１２０度以内の角地となる場合で、その敷地の周辺の３分の１以

上がその道路に接するもの 

(2) 法第４２条の道路に挟まれた敷地で、その敷地の周辺の３分の１以上がその道路に接するもの 

(3) 公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地で、前２号に準ずると認められるも

の 

（平３０規則４２・一部改正） 
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（垂直積雪量） 

第２５条 政令第８６条第３項の規定により市長が定める垂直積雪量は、３０センチメートルとする。 

（建築物の後退距離の算定の特例） 

第２６条 政令第１３０条の１２第５号の規定により市長が定める建築物の部分は、当該建築物の敷地

内の建築物の一部で、法第４４条第１項第４号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他政令第１

４５条第２項に規定する建築物に接続して一体的に建築する部分とする。 

（指定確認検査機関による市長への通知） 

第２７条 指定確認検査機関は、建築主、設置者若しくは築造主の変更、確認を受けた建築物、建築設

備及び工作物の全部若しくは一部の工事の取りやめ、完了検査若しくは中間検査の申請の取下げ又は

工事監理者若しくは工事施工者の設定若しくは変更の届出を受けたときは、その旨を市長に通知しな

ければならない。この場合においては、それぞれ第１１条、第１２条、第１３条又は第１４条の規定

による届出があったものとみなす。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年３月２９日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の栃木市建築基準法施行細則（平成１４年栃木市規則第

２号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の

行為とみなす。 

附 則（平成２７年規則第４８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第４７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の栃木市建築基準法施行細則（以下「新細則」という。）第１７条第１項第

３号に掲げる建築物に関する建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第１２

条第１項の規定による報告（平成２８年６月１日（以下「基準日」という。）の直後の時期に係るも

のに限る。）については、新細則第１７条第２項第２号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「政令」という。）第１６条第１項に規定す

る建築物（同項第３号に係るもの（児童福祉施設等の用途に供するものに限る。）に限る。）で、基

準日において現に存するものに関する法第１２条第１項の規定による報告に対する新細則第１７条

第２項第１号の規定の適用については、平成３０年１１月３０日までの間は、同号中「前回の報告の

日の属する月（初回については、法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による検査済証の交付
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を受けた日の属する月）から起算して２年を超えない１０月１日から１１月３０日まで」とあるのは、

「平成３０年１０月１日から１１月３０日まで」とする。 

４ 政令第１６条第１項に規定する建築物（同項第３号に係るもの（下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途

に供するものに限る。）及び同項第４号に係るものに限る。）で、基準日において現に存するものに

関する法第１２条第１項の規定による報告に対する新細則第１７条第２項第２号の規定の適用につ

いては、平成３０年１１月３０日までの間は、同号中「前回の報告の日の属する月（初回については、

法第７条第５項又は第７条の２第５項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月）から起算

して３年を超えない１０月１日から１１月３０日まで」とあるのは、「平成３０年１０月１日から１

１月３０日まで」とする。 

５ 政令第１６条第３項第１号に掲げる昇降機（特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレ

ーターの構造方法を定める件（平成１２年建設省告示第１４１３号）第１第９号及び第１０号に掲げ

る昇降機に限る。）で、基準日において現に存するものに関する法第１２条第３項の規定による報告

に対する新細則第１８条第２項第１号の規定の適用については、平成２９年５月３１日までの間は、

同号中「前回の報告の日の属する月（初回については、法第７条第５項又は第７条の２第５項（これ

らの規定を法第８７条の２において準用する場合を含む。）の規定による検査済証の交付を受けた日

の属する月）に応当する１年ごとの月」とあるのは、「平成２８年６月から平成２９年５月までの任

意の月」とする。 

６ 政令第１６条第３項第１号に掲げる昇降機（小荷物専用昇降機に限る。）及び新細則第１８条第１

項第１号に掲げる小荷物専用昇降機（平成２６年６月１日から平成２９年５月３１日までの間に法第

７条第５項又は第７条の２第５項（これらの規定を同法第８７条の２において準用する場合を含む。）

の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。）に関する法第１２条第３項の規定による報告に

対する新細則第１８条第２項第１号の規定の適用については、平成３１年５月３１日までの間は、同

号中「については、前回の報告の日の属する月（初回については、」とあるのは「については、」と、

「）に応当する１年ごと」とあるのは「に応当する２年後」とする。 

７ 政令第１６条第３項第２号及び新細則第１８条第１項第２号に掲げる防火設備（基準日において現

に存するもの又は基準日から平成２９年５月３１日までの間に法第７条第５項若しくは第７条の２

第５項の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。）に関する法第１２条第３項の規定による

報告に対する新細則第１８条第２項第２号の規定の適用については、平成３０年１１月３０日までの

間は、同号中「前回の報告の日の属する月（初回については、法第７条第５項又は第７条の２第５項

の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月）から起算して１年を超えない１０月１日から１

１月３０日まで」とあるのは、「平成３０年１０月１日から１１月３０日まで」とする。 

附 則（平成３０年規則第４２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年規則第２６号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の栃木市建築基準法施行細則第４条の規定は、令和元年１０月１２日以後に

生じた災害で被害を受けたことにより工事に着手する建築物に係る手数料について適用し、同日前に

生じた災害で被害を受けたことにより工事に着手する建築物に係る手数料については、なお従前の例

による。 

附 則（令和６年規則第１６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年規則第２５号） 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第１８条第２項第１号の改正規定は、公布の

日から施行する。 

附 則（令和７年規則第４３号） 

この規則は、令和７年７月１日から施行する。 

別表（第１７条関係） 

（令７規則４３・追加） 

 調査項目 調査方法 結果の判定基準 

１ 建築物

の内部 

各階の主要な常時閉鎖し

た状態にある防火扉（以下

「常閉防火扉」という。）

閉鎖又は作動の

障害となる物品

の放置並びに照

明器具及び懸垂

物等の状況 

目視又はこれに類する

方法（以下「目視等」

という。）により確認

する。 

物品が放置されている

こと等により扉の閉鎖

又は作動に支障がある

こと。 

扉の取付けの状

況 

目視等又は触診により

確認する。 

取付けが堅固でないこ

と。 

扉、枠及び金物

の劣化及び損傷

の状況 

目視等により確認す

る。 

変形、損傷又は著しい腐

食により遮炎性能又は

遮煙性能に支障がある

こと。 

  固定の状況 目視等により確認す

る。 

扉が開放状態に固定さ

れていること。 

 常閉防火扉の

うち人の通行

の用に供する

部分に設ける

作動の状況 扉の閉鎖時間をストッ

プウォッチ等により測

定し、扉の質量により

運動エネルギーを確認

防火区画に用いる防火

設備等の構造方法を定

める件（昭和４８年建設

省告示第２５６３号）第
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防火扉 するとともに、必要に

応じてプッシュプルゲ

ージ等により閉鎖力を

測定する。ただし、３

年以内に実施した点検

の記録がある場合にあ

っては、当該記録によ

り確認することをもっ

て足りる。 

１第１号の規定に適合

しないこと。 

居室の換気 換気設備の作動

の状況 

各階の主要な換気設備

の作動を確認する。 

換気設備が作動しない

こと。 

換気の妨げとな

る物品の放置の

状況 

目視等により確認す

る。 

換気の妨げとなる物品

が放置されていること。

２ 避難施

設等 

階段 特別避難階段 階段室又は政令

第１２３条第３

項第１号に規定

する付室の排煙

設備の作動の状

況 

各階の主要な排煙設備

の作動を確認する。 

排煙設備が作動しない

こと。 

排煙設備等防煙壁 可動式防煙壁の

作動の状況 

各階の主要な可動式防

煙壁の作動を確認す

る。 

可動式防煙壁が作動し

ないこと。 

排煙設備 排煙設備の作動

の状況 

各階の主要な排煙設備

の作動を確認する。 

排煙設備が作動しない

こと。 

その他の設

備等 

非常用エレベ

ーター 

昇降路又は政令

第１２９条の１

３の３第３項に

規定する乗降ロ

ビーの排煙設備

の作動の状況 

各階の主要な排煙設備

の作動を確認する。 

排煙設備が作動しない

こと。 

非常用の照明

装置 

非常用の照明装

置の作動の状況 

各階の主要な非常用の

照明装置の作動を確認

する。 

非常用の照明装置が作

動しないこと。 
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照明の妨げとな

る物品の放置の

状況 

目視等により確認す

る。 

照明の妨げとなる物品

が放置されていること。
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別記様式第１号（第４条関係） 

（令６規則１６・一部改正） 

別記様式第２号（第５条関係） 

別記様式第３号（第５条関係） 

別記様式第４号（第５条関係） 

別記様式第５号（第９条関係） 

（平２７規則４８・平３０規則４２・令６規則１６・一部改正） 

別記様式第６号（第１０条の２関係） 

（令７規則２５・追加） 

別記様式第７号（第１１条、第１２条関係） 

（令６規則１６・一部改正、令７規則２５・旧別記様式第６号繰下） 

別記様式第８号（第１３条関係） 

（平２８規則４７・令６規則１６・一部改正、令７規則２５・旧別記様式第７号繰下） 

別記様式第９号（第１４条関係） 

（令６規則１６・全改、令７規則２５・旧別記様式第８号繰下） 

別記様式第１０号（第１４条関係） 

（令６規則１６・全改、令７規則２５・旧別記様式第９号繰下） 

別記様式第１１号（第１５条関係） 

（令７規則２５・旧別記様式第１０号繰下） 

別記様式第１２号（第１９条関係） 

（令６規則１６・全改、令７規則２５・旧別記様式第１１号繰下） 

別記様式第１３号（第２０条関係） 

（令６規則１６・全改、令７規則２５・旧別記様式第１２号繰下） 

別記様式第１４号（第２１条関係） 

（令７規則２５・追加） 

別記様式第１５号（第２２条関係） 

（令６規則１６・一部改正、令７規則２５・旧別記様式第１４号繰下） 

別記様式第１６号（第２３条関係） 

（令６規則１６・一部改正、令７規則２５・旧別記様式第１５号繰下） 

別記様式第１７号（第２３条関係） 

（令６規則１６・全改、令７規則２５・旧別記様式第１６号繰下） 

 


